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計 画 書 

藤沢都市計画地区計画の決定（藤沢市決定） 

都市計画新産業の森北部地区地区計画を次のように決定する。 

名    称 新産業の森北部地区地区計画 

位    置 藤沢市葛原字観音道、字昭和台、字芝地、字久保地及び字大六天地内 

面    積 約１６．９ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、本市西北部の市街化調整区域に隣接し、都市計画道路３・３・

４号藤沢厚木線（以下「藤沢厚木線」という。）沿道に位置している。「藤

沢市都市マスタープラン」においては、農・工・住が共存する環境共生都

市の創造をめざし、活力を生み出す新たな産業ゾーンとして「新産業の森」

の一部となっている。さらに、組合施行の土地区画整理事業により基盤整

備並びに産業集積が図られる地区である。 

本地区計画は、本市の経済活力を牽引する「新産業の森」の先導地区と

して、豊かな緑につつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業拠点の形成を

図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

周辺の住宅地や田園環境と調和し、持続的な発展へと繋がる産業系の環

境配慮型土地利用の実現にむけ、地区を３つに区分し、次の方針により適

正な土地利用の誘導を図る。 

（幹線道路沿道地区Ａ、Ｂ） 

本市の経済活力を牽引する研究開発型施設や工場などの立地を促進す

る。また、本市北のエントランスとなる藤沢厚木線沿道では、緑によるシ

ンボル的な景観形成を図るため景観緑地帯を配置する。 

（地域産業地区） 

より良好な操業環境をめざし移転・事業拡大する市内中小企業等や、産

学連携及び企業間連携等により創出される新たな産業等を誘導する。また、

周辺の住宅地と調和を図るべく、緩衝緑地帯を配置する。 

地区施設の整備

の方針 

幹線道路を中心に、適正な街区を形成し産業活動を支える区画道路、公

園を計画的に配置し、土地区画整理事業により整備を行う。 

また、隣接する住宅市街地への配慮及び田園景観との調和を図るため、

緑地を適宜配置するとともに、所有者による適切な維持・保全を図る。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

緑につつまれ、ゆとりのある「新産業の森」の形成をめざし、「地区計画

の目標」と「土地利用の方針」に基づき、建築物等の用途の制限、建築物

の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の

最低限度、建築物等の高さの最高限度等について必要な基準を定める。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

緑 化 の 方 針 

緑豊かな環境の保全、形成をめざし、敷地内の緑化の最低限度を定める

とともに、 を適正に保全することで、「新産業の森」に さ しい緑に

つつまれた 間形成をめざす。 
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区画 

道路 

区画道路 号      約  

区画道路 号   約  

区画道路 号      約   

区画道路 号      約   

区画道路 号      約  

行者

用道路 

  約  

地区施設の

配置及び

 

緑地 

号緑地 面積 約     （ ） 

号緑地 面積 約  （ ） 

号緑地 面積 約  

号緑地 面積 約   

名称 幹線道路沿道地区 Ａ 幹線道路沿道地区 Ｂ 地域産業地区 地区の

区分 面積 約 ．４  約 ．  約１．  

次の 号に る建築物以 の建築物は建築してはならない。 

建築物等の用途

の制限 

１ 研究施設 は研究

開発型施設（周辺地

域の環境を 化さ

る れのあるものは

く。） 

 工場（周辺地域の

環境を 化さ る

れのあるもの、建築

基準 （ ）

１号に 定する

工場のう 、 から

及び から

に るもの

は建築基準

に 定する施設で

工場の用に するも

のは く。） 

３ 建築基準

（い） ９号の

公 必要な建築物 

４ 号の建築物に

するもの 

 

 

１ 研究施設 は研究

開発型施設（周辺地

域の環境を 化さ

る れのあるものは

く。） 

 工場（周辺地域の

環境を 化さ る

れのあるもの、建築

基準 （ ）

１号に 定する

工場のう 、 から

及び から

に るもの

は建築基準

に 定する施設で工

場の用に するもの

は く。） 

３ 物 動 事

業 （ 成

３号） に

定する 物 動

業の用に する

施設。 

４ （ 号の建築物

に 設されたものに

限る。） 

 建築基準

（い） ９号の

公 必要な建築物 

６ 号の建築物に

するもの 

１ 研究施設 は研究

開発型施設（周辺地

域の環境を 化さ

る れのあるものは

く。） 

 工場（周辺地域の

環境を 化さ る

れのあるもの、建築

基準

号に 定する

工場 は建築基準

に 定する施

設で工場の用に す

るものは く。） 

３ 建築基準

（い） ９号の

公 必要な建築物 

４ 号の建築物に

するもの 

建築物の容積率

の最高限度 

分の  

建築物の建ぺい

率の最高限度 

分の  

  

地

区

整

備

計

画

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

 

建築物の敷地面

積の最低限度 

た し、公 必要な建築物の敷地として 用する土地については、こ

の限りでない。 
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建築物の はこれに代 る の面から敷地境 線までの は次

の 号によるものとする。た し、 ス 所の 及び 所については

この限りでない。 

面の位置の制

限 

１ 藤沢厚木線の境 線から  

 藤沢厚木線を く道路 は隣地境 線から

 

１ 市境における道路

の境 線から  

 号を く道路

は隣地境 線から  

面 区域の

工 物の制限 

面の位置の制限が定められている区域には、工 物は設置してはなら

ない。た し、 、緑化に するもの及び ンス等についてはこの

限りでない。 

建築物等の高さ

の最高限度 

１ 建築物の高さは、地盤面から を えて

はならない。た し、 において現に存す

る建築物で適合していないものについては、こ

の限りでない。 

 

１ 建築物の高さは、地

盤面から を え

てはならない。 

 高さが を え

る建築物は、 の

による

から ４ ま

での間において、

地盤面からの高さが

４ の 面に敷地

境 線からの

が を え、

以内の において

は４ 間以 、 を

える において

は 間以

となる部分を生 さ

ることのないもの

としなけれ ならな

い。 

３ の適用におい

ては、建築基準

６ の から

を適用する。 

分の  分の  

建築物の緑化率

の最低限度 

緑化率の 定は、藤沢市緑の保全及び緑化の 進に する

施行 成 １ ６ ３ ４号 に 定め る 緑地

面積の 定方 及び 基準によるものとする。た し 面緑

化及び 緑化は 定しない。 

建築物の形

は の制限 

１ 建築物の形 及び は、緑との調和を図るものとする。 

 地盤面の高さは してはならない。た し、土地区画整理事業によ

る造成 は高さ 以下の についてはこの限りではない。 

かき はさくの

造の制限 

道路及び隣地に面して設けるかき はさくの 造は、 、 の

これらに するものの部分を き、生け は な ンス等と

し、基 を設置する場合は敷地地盤面からの高さを 以下とする。 

「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は計画図 のとおり」 

 



38.8

39.4

39.4

39.3

39.6

39.7

39.9

40.0

40.2

40.6

40

39.5
40.0

39.1

39.3

39.8

39.6

39.7

40.8

40.8

40.6

40.1

39.2

39.2

38.7

38.9

39.4

38.6

38.7

号
（

29.1

39.6

39.6

38.8
30

26.7

39.3

39.2

39

39.2

藤

藤
沢

座
間

４
２

県
道

藤
沢

北
部

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
横

須
賀

水
道

路

葛 原

落合南三丁目

落合南二丁目

芝 地

下 芝 地

１３９°２６′２０″－
３
６
．

（
２
５
）

（
３
５

Ｒ
＝
３
４
０

３
・
３
・
４

藤
沢
厚
木
線

39

40.2

40.1

40.41

39.6

39.2

40

39.2

40.6

40.5

41.0

39.8

40.0

40.0

40.2

39.99.9

39.9

39.5

39.6

40.5

39.6

39.8

39.4

39.6

39.3

38.9

39.2

38.5

39.0

38.3

34.1

33.1

34.3

38.5

38.8
38.9

33.8

39.6

36.1

9.5

39.8

39.7

38.6

39.5

39.9

号
（

）

40.3

39.8

39.6

長坂上西
公園

橋

落合南二丁目

落合南一丁目

厚
木

座
間

藤
沢

４
２

県
道

横
須

賀
水

道
路

北
部

自
転

車
歩

行
者

専
用

道

大 六 天

久 保 地
訓
練
所

村
瀬
警
察
犬

宮
下
公
民
館

３
・
３
・
４

藤
沢
厚
木
線

３
．

０
）

（
３
９
．

８
）

Ｒ＝３５０

観 音 堂

市町村名

事　項
藤 沢 市

件 名

図面の名称

縮 尺

番 号

作成年月日

藤 沢 都 市 計 画 地 区 計 画 の 決 定
新 産 業 の 森 北 部 地 区 地 区 計 画

地区計画の方針附図

１／２，５００

１の１

平成24年　月　日

0 25 50 100m
S=１／ 2,500N
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地区の区分

壁面の位置
の制限

地区施設

幹線道路
沿道地区
（A、B）

藤沢厚木線との境界線から5ｍ

地区計画の区域及び地区整備計画の区域

地区の区分界

幹線道路沿道地区 A

地域産業地区

区   画   道   路
歩行者用道路

上記を除く道路境界線から3ｍ

※地区施設以外の区画道路からの壁面の位置の制限がある。(図非表示)

隣地との境界線から3ｍ

上記を除く道路境界線から2ｍ
隣地との境界線から2ｍ

市境における道路境界線から3ｍ
地域産業
地区

昭 和 台
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